
 
No.321           令和 7(2025)年 11 月 

扶養の年間収入判断ほか健保の変更とマイカー通勤費上限改正 

本号は健康保険の被扶養者の判断及び手続や
制度に関わる今後の変更点をお知らせします。 
 
１． 被扶養者の年間収入を労働契約で確認 

下表は、健康保険での被扶養者の年間収入基準
額です。現状では、収入判定時に提出が求められる
証明書類は、保険者により取扱いが異なります。 

原則 130 万円  

60 歳以上または 
一定の障害がある場合 

180 万円  

19 歳以上 23 歳未満
（配偶者を除く） 

150 万円  

 
10 月の厚生労働省の通達により、令和 8 年 4 月

1 日以降の被扶養者認定は、「労働契約内容に基づ
く賃金」で判定することが明確化されました。今後の
「賃金」は、労働条件通知書等に記載のある時給・
労働時間・日数等を用いて算出され判断されます。 

また、収入には通勤費をはじめとする諸手当及び
賞与も含まれますので、今後は、労働条件通知書の
整備や適切な交付はもとより、約束している労働条
件の内容と金額が把握できる記載を求められるよ
うになってくると思われます。 

 
特にシフト制（契約後にシフトによって所定労働

日・時間を確定させるもの）に関しては、年間収入の
見込みが明確になるよう、原則の所定労働日・時間
に関する記載を自社の従業員やその家族から求め
られる可能性があります。 

 
なお、労働契約に明確な規定がなく契約段階で

は見込みがなかった時間外労働に対する賃金等は、
被扶養者の認定における年間収入には含めないそ
うなのですが、労働条件通知書の「所定外・休日労
働 有」という記載がどのように評価されるのかはま
だ情報がありません。施行前に情報を収集するよう
にしてください。 

 
２． 事業主証明による認定円滑化が恒久化 

一時的な収入増で基準額を超えても、事業主↗

の証明で被扶養者認定ができる制度について恒久
化されました。 

 
３． 12 月 2 日以降の健保証は自分で破棄 

協会けんぽでは、令和 7 年 12 月 2 日以降使え
なくなる健康保険被保険者証を回収する必要はな
く、従業員やその家族自身で廃棄してよいとされて
います。 

 
４． 協会けんぽの電子申請サービス開始 

現在、協会けんぽにおける給付関係（傷病手当金
等）の手続は、事業所経由で紙の申請書を使用して
います。令和 8 年 1 月 13 日からは被保険者（一部
被扶養者）が電子申請サービスでできるようになり
ます。令和 8 年 1 月下旬にはスマートフォンアプリ
ケーション「けんぽアプリ」がリリース予定です。 

被保険者等が電子申請サービスを利用するとき
には、事前にマイナンバーカードを取得し、インスト
ールした「マイナポータルアプリ」からマイナンバーカ
ードによる認証を行うとのことです。しかし、今のと
ころ事業主は、このシステムの利用対象となってい
ないようです。 

 
対象となる手続きのうち出産育児一時金や高額

療養費などは、他に必要な証明（出生など）が連動
していれば、被保険者が直接申請した方が迅速に
処理できる可能性があります。一方で、傷病手当
金・出産手当金は給与支給・出勤状況等に関する
事業主証明が必要となる他、労災等との関連を理
解して記載する必要があり、申請の難しさも残りま
す。このシステムを使う場合には、どういった手続き
を被保険者に任せるのか社内で検討が必要です。 

 
５． マイカー通勤費の上限額改正 

政令により、自動車等による通勤者の通勤手当
非課税限度額が引き上げられます（令和 7 年 11 月
20 日施行、令和 7 年 4 月から適用）。年末調整等
の対応に加え、非課税限度額と合わせた通勤手当
を設定している事業所では、通勤手当を見直しする
こととなりそうです。 

開東社会保険ニュース 

ホームページ「開東社会」「かいとうしゃかい」で検索 https://www.kaito-sr.com/         ※本記事の無断転載は 

Facebook ページ       https://www.facebook.com/kaitosr.tokyo/         禁止しています。 

  社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 
   〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-2-6 西新宿 K-1 ビル 7 階    ＴＥＬ 03-3369-7411/8411 

 ＦＡＸ Ｓｔｏｐ！ 次回以降のＦＡＸがご迷惑の場合は恐れ入りますがご連絡下さい。 ＦＡＸ 03-3369-2711  


